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♧♧♧ その道一筋の技能者の功績を称える ♧♧♧  
 
 西宮市技能功労者表彰は、優れた技能をもって社会に貢献された市内に在住又は在勤し、同一職種に 

おける経験が２５年以上の技能者を称え、中小企業に働く技能者の社会的地位及び技術水準の向上を  

目的に、昭和４９年から実施しているものです。 

 今年度は、技能功労栄誉賞として３職種３名、技能功労賞として 10 職種 10 名が表彰され、１１月７

日（水）に表彰式が開催されました。卓越した現役の技能者として後進の指導をされるなど、広く技能

者の模範とされる方々です。 

 
 
                     
 
 
                              
 
 
 
 

 

【受賞者の皆さん（敬称略）】 

 ≪技 能 功 労 栄 誉 賞≫ 

  註文紳士服製造小売 ・   鈴 木 義 弘  （東浜町）    テーラー鈴木 手作り洋服の店   

調理（和）・・・・・・ 柏 木 直 樹  （北昭和町）   兵庫栄養調理製菓専門学校 

  製菓（洋）・・・・・・ 岸  井     隆  （甲陽園本庄町） ケーキハウス ツマガリ 

≪技 能 功 労 賞≫ 

写  真     ・・・・・・ 山 田 哲 也  （屋敷町）    山田哲也写真事務所 

  製菓（洋）・・・・・・ 村 上 一 晴  （上甲子園）   パティスリー ラ・バニーユ 

    調理（中華）・・・・・ 内 野     緊  （松原町）    中国料理 青椒 

  表装・表具 ・・・・・ 松 本 浩 治  （高木西町）   株式会社松本表具店 

 鍼灸マッサージ ・・・ 村 井 美佐子  （染殿町）    村井治療院 

  理  容 ・・・・・・ 亀 園     裕  （松山町）    理容大丸 

    設  計 ・・・・・・ 東 影 みどり  （段上町）    有限会社みどり建築 

 大  工 ・・・・・・ 大 垣 博 司  （伊丹市西野）  有限会社大垣工務店 

  美  容 ・・・・・・ 山 﨑 健 志  （池田町）    株式会社ケンジヘアコレクションズ 

  左  官 ・・・・・・ 縄 田 義 行  （今津水波町）  有限会社左官山本組 
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お問合せは、兵庫労働局労働基準部賃金室 へ 
ＴＥＬ：０７８－３６７－９１５４ 

 
 

 

 兵庫県特定（産業別）最低賃金が、平成３０年１２月１日に改正されました。最低賃金は、パートタ

イマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。 
 

特定（産業別）最低賃金の適用業種 時間額 引上げ額 効力発生年月日 

塗料製造業 ９４９円 １７円 平成３０年１２月１日 

鉄鋼業 ９４３円 ２１円 同上 

はん用機械器具製造業、生産用機械 

器具製造業、業務用機械器具製造業 
９２１円 ２１円 同上 

電子部品・デバイス・電子回路製造業、 

電気機械器具製造業、 

情報通信機械器具製造業 

８７３円 ２１円 同上 

輸送用機械器具製造業 ９５４円 ２１円 同上 

計量器・測定器・分析機器・試験機・ 

測量機械器具製造業 
８７５円 ２０円 同上 

自動車小売業 ８７６円 １５円 同上 

 繊維工業(注) 

      (兵庫県最低賃金) 
８７１円 ２７円 平成３０年１０月１日 

 各種商品小売業(注) 

       (兵庫県最低賃金) 
８７１円 ２７円 同上 

 

地域別最低賃金 時間額 引上げ額 効力発生年月日 

兵庫県最低賃金 ８７１円 ２７円 平成３０年１０月１日 

注：繊維工業及び各種商品小売業の最低賃金については、兵庫県最低賃金が繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃 

金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されています。 

 

 
 

━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━━✬━✬━✬━✬━✬━✬━✬━ 

 
✬✬✬ 仕事の余暇を活用した力作を展示  ✬✬✬  

   

 

 

  市内に在住・在勤の勤労者が、余暇などを利用して制作した作品を展示した西宮市勤労者美術展が、１１月

１4 日から１8 日まで、川添町の市民ギャラリー展示室で開催されました。 

 洋画、日本画、写真、書道、彫塑・工芸の各部門で合計５１点が展示され、期間中４０２名の方々が会場を

訪れました。 
                                                                                 
 
 
 
 

✬ ストリートギャラリーに展示しています  ✬  

 

 

 

（展示作品） 勤労者美術展の洋画・日本画・写真の各部門において、西宮市長賞を受賞された作品 

（展示期間） 平成 30 年１２月２８日（金）まで 

（展示場所） 札場筋沿いの三井住友銀行・三菱 UFJ 銀行の各金融機関 

兵庫県特定（産業別）最低賃金が改正されました 

 

 

平成３０年度 西宮市勤労者美術展 
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お問合せは、兵庫労働局雇用環境・均等部指導課へ 
TEL：０７８－３６７－０８２０ 
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お問合せは、ハローワーク西宮   

TEL：０７９８－７５－６７１１ 
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第４２回 西宮市勤労者野球大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

今年も西宮市勤労者野球大会が８月から１０月にかけ

て行われ、市内の事業所で働く勤労者を中心に結成された

２３チームが優勝を目指し、白熱した試合が繰り広げられ

ました。悪天候にもたたられましたが１０月１４日に決勝

戦が行われ無事全日程を終了することができました。 

 

上位のチームは次のとおりです。 

* * * * * * * * * * * * * * *  

【優 勝】 アクアテック  

【準 優 勝 】 市職労 B  

【第 ３ 位 】 新明和工業、JFE スチール千葉 

* * * * * * * * * * * * * * *  

参加された皆さま、どうもお疲れ様でした！ 
 

 
お問合せは、兵庫労働局雇用環境・均等部 TEL：０７８－３６７－０８２０ 
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【子どもの脳を傷つけるマルトリートメント】 
 
「マルトリートメント」という言葉をご存知でしょうか？ 

マルトリートメントとは、子どもに対する大人の不適切な養育を意味する言葉で、諸外国では一

般的に知られています。日本でも厚生労働省が、マルトリートメントは児童虐待に相当すると『子

ども虐待対応の手引き』に記しています。児童虐待というと、しつけと称する子どもへの体罰や、

子どもの世話をしないネグレクトなどが有名ですが、マルトリートメントには日常的に誰しもがつ

いやってしまう行動も含まれています。 

例えば、子どもの前で言い争いをする、怒って大きな物音をたてる、イライラして子どもに愚痴

を言ったりする、兄弟や友達と比較する、子どもの相手をスマホにさせる、子どもの気持ちを置き

去りにして勝手に物事を進めてしまうなどが挙げられます。 

こうしたことが続くと、子どもの健全な心の発達が阻害され、物事への関心や向上心を持てず、

人と信頼関係を築くことが難しくなる「愛着障害」を引き起こす原因にもなり、子どもが将来にわ

たり生きづらさを抱えてしまうことにも繋がりかねません。 

 
近年、脳科学研究の発展により、幼少期の

マルトリートメントによって脳が変形するこ

とがわかってきました。福井大学の友田明美

教授とハーバード大学の共同研究によると、

「激しい体罰を受けると感情や理性をつかさ

どる前頭前野が萎縮し、感情のコントロール

がきかなくなる」、「暴言を浴び続けると、会

話や言語をつかさどる聴覚野が変形し、コミ

ュニケーション力が低下する」、「夫婦喧嘩な

どの目撃によって視覚野が萎縮し、視覚によ

る記憶力が低下する」など、マルトリートメ 

ントによる脳のダメージが報告されています。 

  

マルトリートメントがいかに子どもの心や脳を傷つけていたのかを知り、悲観的な気持ちになっ

た人も多いのではないでしょうか。誰しもがついやってしまう行動とは、自分では気付きづらいこ

とであり、一所懸命であるが故についやってしまいがちなことでもあります。しかし、適切な処置

を行えば、脳の再形成が可能であることもわかっています。 

友田教授は「大事なのは、親たちがマルトリートメントへの理解を深め、そうした行為が誤りだ

と認め改めることで状況は回復できる。マルトリートメントを行う大人を攻めるために発表してい

るのではなく、知ることで、改善されることを願って、発表しています。」と述べています。 

マルトリートメントをしないために、子育て中の親に対するケアが不可欠であるのはいうまでも

ありません。 

 
 

（資料：東京新聞 TOKYO Web 2018 年 3 月 6 日） 


